
無料で食料を提供するフードパントリー活動
日本航空（株）の社員の方もイベントに参加

こども食堂 × 地域の団体合同イベント“大田区 Fight ! 第1回～地獄に天国～”2020.6.7（日）
場所 ： Tsumugi（山王）

社会福祉法人 大田区社会福祉協議会
〒144-0051  東京都大田区西蒲田7-49-2
☎ 03-3736-2021  FAX 03-3736-2030
https://www.ota-shakyo.jp
https://twitter.com/ota_shakyo
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　大田区社会福祉協議会は、「互いに結びあい　共に支えあう　まち」の実現に向けて、
地域の皆様と力を合わせて大田区の地域福祉をすすめる団体です。

こども食堂×地域の団体合同イベント 協力者のみなさん
（“大田区 Fight ! 第１回～地獄に天国～”2020.6.7（日））

コロナ時代の新しいつながり 地域のチカラ

おばんざい 地獄に佛
【こども食堂（山王）】

代表（尼僧） 戸澤宗充さん



助っ人サービス事業 始まる
区民の皆さんの生活上のちょっとした困りごとを
ボランティア（絆サポーター）の方がサポートします。

２０分以内で終わる作業、
素人でもできること
例）電球の交換、季節家電
の出し入れ、高い所から荷
物をおろすなど

サポート内容
ご家庭にサポートで
きる方がいないた
め、単発のサポート
を必要としている方

月～金 9：00-17：00
土日祝日、年末年始
（12/29～1/3）は
お休み

提供時間

現金

３００円（２０分以内）

サポート料
初回は、社協職員が利用者宅を訪問し、
ご希望内容や状況を確認します。

サポートが必要と判断された後利用申込み

絆サポーターに活動依頼

最初の活動の時は、社協職員が同行します。

ご利用までのながれ　

訪問調査

利用申込み

マッチング

サポート提供　
地域によっては、ボランティア（絆サポーター）がいないため、対応できない場合があります

おおた地域共生ボランティアセンター　TEL 03-5703-8230

【申込・問合先】  大田区社会福祉協議会　おおた地域共生ボランティアセンター
　　　　　　　TEL 03-5703-8230   FAX 03-3736-5590　　

地域の絆サポーター
(ボランティア)

大募集

●資格・年齢・経験・一切問いません。 ●短時間でもOK!
●申込みは随時受付しています。
皆様が安心して活動できるよう、社会福祉協議会が、全力でサポートします！ 

利用できる方

お支払い方法

～食を通して人と人がつながる～
広がれフードパントリーの輪

　ひとり親家庭や生活困窮者など一時的に生活に
困っている人々に、食料を無料で配布するための地
域の拠点のことを言います。
　おおた社協では、ご家庭や企業・団体からの食品の
寄付をこども食堂など（フードパントリー・地域の拠点）
につなげ、広げていく活動を行っています。
　この機会に「食を通じた支えあいの輪」に参加して
みませんか？

フードパントリー とは

すけ　　　　　   と

おおた地域共生ボランティアセンター

TEL 03-3736-5555
メール : voc@ota-shakyo.jp

フードパントリー寄付
日本航空（株）様より

写真右 : 東京空港支店副支店長　猿渡さん　

フードパントリー寄付
東京田園調布ロータリークラブ

子ども福祉同好会「手に手の会」様より

あなたの思いやりが
多くの方 を々支える活動に!
ぜひご協力ください。

日本航空（株）、（株）JALスカイ、
（株）梓設計、アサヒグループホー
ルディングス（株）、（株）荏原製作
所、（有）八百光商店、東京田園調
布ロータリークラブ（敬称略） 

常時受付しています！
午前8時 30分～午後5時 15分
（日曜祝日・年末年始を除く）

米（パックご飯・精米）、パスタ、調味料、
インスタント・レトルト食品、缶詰、
菓子類、乳幼児食品等（その他要相談）

常温保存ができる食料をご寄付ください。の皆様

大田区社会福祉センター5階

今までにご寄付をいただいた皆様
（令和2年６月３０日現在）

たくさんのご寄付を
ありがとうございました

家庭 企業 団体

実施期間 主に寄付していただきたいもの 受付場所

寄付にあたっての
留意点

包装や外装が破損していないもの、未開封のもの、賞味期限が2か月以上先のもの
お米は精米時期１年以内であれば受け取ることができます。
※寄付する際には、事前にご連絡・相談ください。

レトルト
カレー

レトルト
カレーレトルト

カレー
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こども食堂
　手作り弁当で「つながり」を保つ

広 告

おおたおおた
社協社協

「Tsumugi」（山王）
代表　石和田直孝さん

大田区のこども食堂では、新型コロナウィルスの影響で運営を休止する
中でも、手作りのお弁当を配る取組みを行っていました。

　３月は、毎日予約制でお弁当を出しました。原則
として、子どもに昼に取りにきてもらうのですが、
「学校がお休みだけど元気にしてる？」と声かけが
できる貴重な機会でもありました。いろんな方々と
つながりながら子どもたちの笑顔のために顔の見
える関係を大切にして、活動を続けていきます。そ
して、当事者も支援者も「お互い様」という社会が
続くことを願っています。

食を通して
みなさまの
気持ちを届けます。

～食を通して人と人がつながる～

みなさまの
あたたかな支えで

豊かな未来と笑顔が
育ちます

広がれフードパントリーの輪

　子どもたちがどうしているか心配でした。今までのつながり
を保つとともに、困っている人との新たなつながりも生まれる
かもしれないので、取組みを続けていきたいです。おおた地域共生ボランティアセンター

新人職員

スタイリオはちみつ食堂（上池台）
“ FOOD  PANTRY ” 第1回6月21日（日）の様子 

NPO法人グッドネーバーズ・ジャパン

聖フランシスコ子ども寮

だんだんワンコインこども食堂
写真右：ボランティアさん

「だんだんワンコインこども食堂」（東矢口）
代表　近藤博子さん

施設の子どもや
卒業された子どもに!

ひとり親家庭に!
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新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で
生活資金にお困りの世帯への貸付

生活福祉資金　特例貸付のご案内

広 告

広 告

ご相談
ください

中島　寿美

会長コラム
大田区社会福祉協議会 老いじたく相談会

～人生100年！ 自分らしく明るく暮らしていくために～

遺言・相続・不動産・・・どうする？
将来への備えやご自分の気持ちを一緒に整理してみませんか
司法書士などの専門家がお応えする無料の相談会です。
既に老いじたくに取り組んでいる方もこの機会に再点検して
みませんか

定員 ： 各日先着6名      
会場 ： 区役所本庁舎2階
時間 ： 9時30分から12時30分
　　  （ひとり50分）

申込・問合先　おおた成年後見センター
TEL 03-3736-2022

8月24日（月）
9月14日（月）
10月19日（月）

司法書士・税理士
相談員

司法書士・不動産に関する専門家
司法書士・税理士

将来のお悩み
聞きます！

＊緊急小口資金と総合支援資金を同時に申し込むことはできません。　＊生活保護受給中の方、自己破産手続き中の方の申込はできません。
申込は郵送で受け付けています。受付期間は９月末まで（予定）  問合先  特例貸付専用電話　０３-３７３６-７７７７※土日祝日を除く8：45～１６：30

【生活福祉資金貸付制度】生活福祉資金は、戦後、生活困窮者を民生委員が支援する運動をきっかけに６５年前に創設されました。
この貸付制度は、所得の少ない世帯、障害者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯
の生活の安定と経済的自立を図ることを目的とする社会福祉制度です。
緊急小口資金の特例は、平成23年東日本大震災のときに実施され、大きな災害が起きるたびに行われています。最近では、令和元年の台風15号及
び19号被災世帯に対しても特例貸付が行われました。

大田社協では、３月２５日の
受付開始から６月30日ま
でに延べ約23,800人か
ら相談があり、6,954件の
申請がありました。

生活福祉資金　特例貸付の概要

貸付対象

緊急小口資金

貸付上限額 ２０万円以内

据置期間 １年以内

総合支援資金（生活支援費）

償還期限 ２年以内 １０年以内
貸付利子・保証人 無利子・不要 無利子・不要

１年以内

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休
業等により収入の減少があり、緊急かつ一時
的な生計維持のための貸付を必要とする世帯

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収
入の減少や失業等により生活に困窮し、日常
生活の維持が困難となっている世帯

● 緊急事態宣言を受け飲食店休業により収入が減少してしまった。（2０代男性）
● タクシー運転手で乗客の減少により収入が減少。会社から待機するよういわれ収入が絶たれた。（６０代男性）
● コロナウイルスの影響で夫が雇止めに。小学生と幼児もいるが、生活費に困っている。（3０代女性）
● 派遣社員として働いていたが、コロナウイルスのために派遣終了になってしまった。（４０代女性）

このよう
な

ご相談が
ありまし

た

区の委託を受け実施します

https://twitter.com/ota_shakyo

Twitter
もチェック

令和2年2月1日～令和2年6月30日
お名前（順不同・敬称略） 金額（円）
塩川　悦男
宮澤　勇
大森西三丁目第五アパート自治会
東京都建設組合　馬込支部
絵手紙教室　井上
石渡　幸子
田園調布商店街振興組合
一般社団法人　爽楽社
浅野　テフ
橋本　勝利
中原　めい
匿名（３件）

25,000
15,000
860

11,843
48,523
3,275
90,900

1,100,000
1,000,000

1,200
30,000
111,061

あたたかいご寄附をありがとうございました

貸付期間：原則３か月以内【二人以上】月２０万円以内
　 【単身】   月１５万円以内

東京都による非常事態宣言は解除されま
したが、今なお現場で尽力されている医療従
事者の皆様には、深く感謝申し上げます。
世界規模で感染が広がる新型コロナウイ
ルス感染症によって、私たちの暮らしは大き
く変化いたしました。「新しい生活様式」とし
て、３密（密集、密接、密閉）の回避など、身体
的距離の確保が求められる今こそ、人と人と
のつながりについて見つめなおす機会のよ
うに感じております。

感染拡大防止に努め
ながら、引き続き、地域
の皆様や関係機関、そし
て大田区とともに連携
し、計画的に事業や活動
を推進することで地域
共生社会の実現に取り
組んでまいります。
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